
別表                           （単位：円） 

  接種費用 予診のみ 

接種日（予診日） 

の属する年度 

接種費用 

の上限額 

第４条第１項第１号の

提出がない場合の金額 

予診のみ 

の上限額 

平成 25年度 15,620  12,600 2,830 

平成 26年度 16,070  12,960 2,910 

平成 27年度 16,200  12,960 3,040 

平成 28年度 16,200  12,960 3,040 

平成 29年度 16,220  12,960 3,040 

平成 30年度 16,220  12,960 3,040 

平成 31年度（4～9月） 16,220  12,960 3,040 

平成 31年度（10～3月） 16,520  13,200 3,100 

令和 2年度（4～9月） 16,520  13,200 3,100 

令和 2年度（10～3月） 16,580  13,200 3,160 

令和 3年度 16,580  13,200 3,160 



 


